
おいたとらお種目虎雄 明治 17 ・ 4 ・ 1 5 美濃国(岐阜県)

大垣藩土種国道(つとむ)の三男として東京小石川に生まれ，生

後まもなく伯父種田安蔵の養子に迎えられて大垣に移り，養父

の異動につれて各地を転々としたが 5 才のとき小石川小日向

水道町に帰った。明治42年東京帝国大学法科大学政治学科を卒

業，高等文官試験に合格した。

卒業後，同窓の十河信二， 笠間呆維とともに法科出身者とし

て初の鉄道院入りをし，静岡・長野駅の両助役を歴任，現場業

務を研修，翌 43 年鉄道院面IJ参事， 44 年参事に昇進した。大正

2 年東京鉄道管理局運輸諜庶務掛主任(大正 4 年官制改正によ

り 中部鉄道管理局運輸課庶務掛長)をつとめ，大正 5 年鉄道業

務研究のため米国に留学を命ぜられた。滞米 l 年 10 箇月の主

要テーマは，貨物運輸，特に出貨奨励と専用線に関する事項お

よび鉄道従業員の勤務と待遇に関する事項であ っ た。

大正 7 年運輸局旅客課長に就任する と率先してし大衆へのサ

ービス1 を提唱， (1) 東京 ・下関間 3 等急行の新設，東北線列

車にも食堂車連結， 信越 ・北陸・奥羽線の 1 等車を廃して 2 等

車に切り換え。 (2) 駅舎構造，配置の統一と旅客列車編成上

の規範制定。 ( 3) I 臼 4 輪客車の廃止，新客車の投入。 (4) 停

車場設備，車両設計，列車計画等に関する旅客謀の権限を鉱張

し， 総合的旅客サービス計画を樹立するなど，営業上の諸改革

を断行し，大正 9 年には L固有鉄道旅客及荷物運送規則1 なら

びに L固有鉄道旅客及荷物運送取扱細見IJlを制定(施行大正10 ・

1 ・ 11 ) した。

大正10年そナコで開催の万国ホテル会議に出席のため欧米へ

出張，同 12 年門司鉄道局長を命ぜられ，翌日年鉄道省運輸局

長に就任したが，それより退官する昭和 2 年までの聞に， 遊覧

券の割引発行による観光と鉄道の緊密化，あるいは大中小運送

業者の乱立と混乱の排除を主限とする小運送合同とし、う大改革

を遂行するなど，世上に L種聞の鉄道か鉄道の種田か1 とうた

われるほ どの実権と声望をになうに至った。在職中，欧亜連絡

会議首席代表としてソビエ ト連邦へ出張して，この方面にも幽

期的な事績を残した。退官後，昭和 2 年大阪電気軌道会社専務

取締役，同 12 年同会社ならびに参宮急行電鉄会社取締役社長，

向 15 年大阪電鉄連合会会長，同年帝国鉄道協会副会長，翌日

年関西急行鉄道取締役社長，同 17 年日本交通公社評議員，同

19 年近畿日本鉄道会社社長などを歴任し，戦後昭和 21 年には

貴族院議員に勅選された。

翌 22 年公職追放令の適用を受け，いっさいの役職から退い

たが，昭和 23ゅう兵庫県川辺郡小浜村の自邸において心臓マ

ヒによりせい去し，多磨墓地に葬られた。(矢口正輝)

おうしゅううんゆだいじんかいぎ 欧州運輸大臣会議

(英)European Conference of Ministers of Transport 略称 E

C.M.T 

〔歴史的考察〕

(1) 第 2 次大戦以前の国際運輸機情 交通機関の発達によ っ

て人類の進歩を生み，距離怠短縮化し酎克を通過し国際間の旅

行，移住の自由が生まれた。特に欧州諸国は国境が相緩してい

るため，欧州諸国聞の水路・鉄道・道路の連絡運輸の問題が必

要不可欠で，そのうち若干を例示すれば，

7 1868年のマ ンハイム条約ーライン河の水運を法的に規制

お

する数箇国条約

イ 1886年のベルン条約一19世紀中葉に開始された鉄道の技

術統一に関する条約

ウ 1890年の鉄道貨物運輸に関する国際条約

エ 1909年の 自動車交通に関する国際協定

オ 1919年のパ リ航空運輸協定

等があるが， 交通分野における国際的な政府機関は，なに一

つ存在していなかった。多少専門化した国際機関として，鉄道

は相当高度な国際機関を所有していた。その最も重要な機関は

国際鉄道連合会 (U. I. C . ) であ った。また国際連盟内の通信およ

び交通分科会の消滅に引き続いて，各政府は鉄道車両の技術規

格の統一を目的とする技術統一委員会，鉄道輸送の法律問題を

取り扱う国際鉄道中央輸送事務所，ライン河就航中央委員会の

ように，非常に専門化した国際機関を設置したにすぎなか っ た。

(2) 第 2 次大戦以後の国際運給機構 |割際迎合の地域的な現

われである欧州総済委員会 (C.E.E.) が 1947 ・ 5 にジュネープに

設立され，同委員会内に内陸運輸分科会が設l置され，独立の行

動権と命令権力:同分科会に付与された。|司分科会は各政府と直

接連絡をとる権限を有し，非強制l的な勧告権も有していた。 184

8.4 に欧州経済協力機構 (0. E.C. E.) が設 lr.さ れた。 当 初j は欧

州復興計画の立案と米国からの援助資金の分配とし、う依託業務

が主であったが，問機構内に内陣運輸分科会を設置してから，

全般的な問題へと手を広げてきた。 1952 ・ 3 に問機構は， 欧州の

運輸問題の解決策を研究するため，連邦組織における運輸機備

を，米 INで研究する目的で使節問を米国に派遣した。 一 方，国

際鉄道連合会の機能強化，凶際道路迎合会 (F. R. 1. )， 国際道路

輸送迎合(1. R. U.) ，凶際川川就航迎合等が，各政府の支持を得

て設立され，専門的な国際WJ係問題を少しす・っとり l げてい っ

た。 しかし政府段階のL、かんを問わず，輸送問題に利害関係を

もっ国際機構が多数存在することは，調盤がうまく行なわれな

いとし、う弊害が生じた。

(3) 欧州運輸大臣会議の設立 こう した状勢 Fにあって，前

記米国に派遣した使節団の提案に法づき，国際運輸機構の問題

を再検討する目的で，欧州経済協力機械はスベインおよびユ ー

ゴスラビアを加えた加盟国間て'特別会議を設位した。このとき

同機構は，米国派遣使節団の報告書3だけでなく，その他機関か

ら提起された種々の問題を検討するよう，同特別会議に付託し

た。 1953 ・ 3から 7 にかけて開催された 3 凹の会議を終えて作成

された同特別会議の報告書て'は，運輸政策に関して起こる問題

のうち，特に輸送調整問題を強化することに結論が決ま った。

同特別会議は 1953 ・ 10 にプリ ュッ セルに焔mされた欧州運輸大

臣会議設立会議の礎石としての役割を果たした。 設立会議は設

立議定書を起草し， 1953 ・ 10 ・ 17 にプリュッセルで署名され，

1953 ・ 12 ・ 3 1 から施行された。

この議定書に liiLì5:した国は ， ドイツ，オーストリア， ベルギ

ー ， デン マー ク ， スベイン，フランス ， ギリシャ，イタリ 7 ，

ルタセ γ プル 9 ，ノルウェー，オランダ，ポルトガル ， イギリ

ス ， スウェーデン ， スイス ， トルコの 16箇国である。後にアイ

ルランドとユーゴスラピアが加盟したので，加盟国は 18 箇国

とな った。米国政府はオプザーパーとして大臣会議の会合に出

席できる。
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